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新居浜市教育委員会公告第１号  

 

 

（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業における設計・施工一括  

発注公募型プロポーザルの実施について  

 

（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業を行うに当たり、公募型プロポーザ

ルにより設計業務、工事監理業務及び建設工事を実施する事業者の選定を行うので、次

のとおり公告する。  

 

令和３年４月６日  

 

新居浜市副市長   加   藤   龍   彦  

 

 

１  事業等の概要  

（１）事業名   （仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業（以下「本事業」とい

う。）  

（２）事業内容   別紙「（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業募集要項」の

とおり  

（３）履行期間   契約締結の日から令和５年８月３１日まで  

（４）提案上限額   ２，８９５，７５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

２   事業担当課  

〒７９２－８５８５  

新居浜市一宮町一丁目５番１号  

新居浜市教育委員会事務局学校教育課  

電   話   ０８９７－６５－１３０１（直通）  

ＦＡＸ   ０８９７－６５－１３０６  
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電子メール   gakkou@city.niihama.lg.jp 

 

３  プロポーザル参加者の資格要件  

（１）プロポーザル参加者の構成等  

ア   プロポーザル参加者の構成等  

（ア）プロポーザル参加者は、新居浜市（以下「市」という。）の求める性能を備

えた学校給食センター（以下「本施設」という。）を設計、施工することがで

きる企画力、資力、信用、技術的能力及び実績を有する複数の企業（以下「構

成企業」という。）により構成されるグループ（以下「参加グループ」とい

う。）とする。  

（イ）参加グループは、本施設の設計業務を担当する企業（以下「設計企業」とい

う。）、本施設の工事監理業務を担当する企業（以下「工事監理企業」とい

う。）及び本施設の建設工事を担当するする企業（以下「建設企業」という。）

により構成するものとする。なお、建設企業は、複数の企業で構成する特定建

設工事共同企業体（以下「建設ＪＶ」という。）とする。また、調理設備、食

器・食缶等の調達等に係る業務を担当する企業（以下「調理設備企業」とい

う。）については、参加グループとは別に建設企業と協力関係にある者とする。  

（ウ）構成企業は、他の参加グループの構成企業になることはできないものとする。

ただし、調理設備企業は、複数の参加グループと協力関係を結ぶことはできる

が、１参加グループに対し１者とする。   

イ   代表企業の選定  

（ア）プロポーザル参加者は、構成企業のうち、建設ＪＶへの出資比率が最大の建

設企業を代表企業として定め、参加表明書及び参加資格審査申請書類（以下

「申請書類等」という。）にて明らかにすることとする。  

（イ）代表企業は、本プロポーザルへの応募手続、優先交渉権者となった場合の契

約締結に係る事務など、市との調整・協議等における窓口役を担うほか、本事

業に係る参加グループ内の全ての企業の調整等の責任を負うものとし、市への

申請書類等の提出及び市からの通知等については、原則として代表企業を通じ

て行われるものとする。  
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ウ   構成企業の制限  

構成企業は、同一の企業が複数の業務を実施することができるが、設計企業又

は工事監理企業と建設企業を同一の者又は相互に資本面若しくは人事面で関係の

ある者が兼ねることはできない。  

※  「資本面で関係のある者」とは、当該企業の発行済み株式総数の１００分の

５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資

をしている者をいい、「人事面で関係のある者」とは、一方の会社の代表権を

有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。以下

同じ。  

エ   複数応募の禁止  

構成企業及び構成企業と資本面又は人事面で関係のある者は、他の参加グルー

プの構成企業になることはできないものとする。ただし、市が各構成企業と契約

を締結した後、選定されなかった参加グループの構成企業が、契約した構成企業

の業務等を支援及び協力することは可能とする。  

（２）参加グループの資格要件  

ア   構成企業の共通資格要件  

参加グループの構成企業は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。  

（ア）基本資格要件  

令和３・４年度新居浜市入札（見積）参加資格審査申請書を提出し、参加資

格を有すると認定されている者（認定期間が有効であること。）  

（イ）参加者の制限  

次の要件に該当する者は、参加グループの構成企業となることはできない。  

ａ   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当する者  

ｂ   公告日から契約締結日までの間において、市が定める要綱による指名停止

措置を受けている者  

ｃ   会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき更生手続の開始

の申立てをしている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定

に基づき再生手続開始の申立てをしている者（ただし、手続開始の決定後、
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所定の手続に基づく再認定等を受けている場合を除く。）  

ｄ   破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき破産手続開始の申立て

をしている者  

ｅ   手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は提

案書受付日前６か月以内に手形又は小切手を不渡りしている者  

ｆ   役員等（法人である場合にはその役員（執行役員を含む。）又はその支店

若しくは常時業務・建設工事に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下同じ。）が暴力団員等（新居浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第２

９号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等で

なくなった日から５年を経過しない者をいう。）であると認められる者  

ｇ   本事業に係るコンサルタント業務に関与した者又はこれらの者と資本面若

しくは人事面において関係がある者  

※  本事業に係るコンサルタント業務に関与した者は、次に掲げるとおりで

ある。  

・株式会社  長  大：東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４  

・内藤滋法律事務所：東京都中央区築地２－３－４  

イ   構成企業の個別資格要件  

参加グループの各構成企業は、申請書類等の提出期限の日において、それぞれ

次に掲げる要件を全て満たしているものとする。  

（ア）設計企業の個別資格要件  

設計企業は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。      

ａ   建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により、一

級建築士事務所の登録を受けていること。  

ｂ   平成２４年４月以降に、類似の公共建築物（建築一式工事で主たる構造が

鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で延べ床面積２，０００㎡以上のもの）の新

築工事の実施設計の実績を有すること。  

ｃ   ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績を有すること。  

※  ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績とは、ＨＡＣＣＰ認証取得施設

（ＩＳＯ２２０００認証取得施設又は地方公共団体が行う自主衛生管理評
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価事業等によりＨＡＣＣＰと同等の自主衛生管理を行っていると認められ

た施設等）の設計実績、ドライシステムの学校給食施設の設計実績、ＨＡ

ＣＣＰに関する書籍の出版等の実績、又はＨＡＣＣＰに関する審査員等の

資格を有する者を雇用していること。以下同じ。  

ｄ   平成２４年４月以降に、１日の調理能力が４，０００食以上の学校給食セ

ンター又は大量調理施設の新築工事の実施設計の実績を有すること。  

※  学校給食センターとは、学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）

に定める単独校調理場及び共同調理場並びに夜間課程を置く高等学校にお

ける学校給食に関する法律（昭和３１年法律第１５７号）に定める夜間学

校給食の実施に必要な施設並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部におけ

る学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号）に定める学校給食

の実施に必要な施設をいう。以下同じ。  

※  大量調理施設とは、大量調理施設衛生管理マニュアルが適用される、同

一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供する調理施設

をいう。以下同じ。  

ｅ   本設計業務に従事する責任者として、次の要件を全て満たす管理技術者及

び照査技術者を配置できること。  

（ａ）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有する者  

（ｂ）申請書類等の提出期限の日において自社と直接的雇用関係にある者  

（ｃ）本事業における工事監理業務及び建設工事に従事しない者  

（ｄ）前記ｂの実績と同等以上の設計業務に従事した経験を有する者  

（イ）工事監理企業の個別資格要件  

工事監理企業は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。工事監理

企業は、設計企業と同一でも構わないが、その場合は設計業務に関わった者と

は別の者を配置すること。    

ａ   建築士法第２３条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けて

いること。  

ｂ  平成２４年４月以降に、類似の公共建築物（建築一式工事で主たる構造が

鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で延べ床面積２，０００㎡以上のもの）の新
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築工事に係る工事監理業務の実績を有すること。  

ｃ   ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績を有すること。  

ｄ   平成２４年４月以降に、１日の調理能力が４，０００食以上の学校給食セ

ンター又は大量調理施設の新築工事に係る工事監理業務の実績を有すること。  

ｅ   本工事監理業務に従事する責任者として、次の要件を全て満たす管理技術

者を配置できること。  

（ａ）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有する者  

（ｂ）申請書類等の提出期限の日において自社と直接的雇用関係にある者  

（ｃ）本事業における設計業務及び建設工事に従事しない者  

（ｄ）前記ｂの実績と同等以上の工事監理業務に従事した経験を有する者  

（ウ）建設企業の個別資格要件  

ａ   建設企業の参加形態  

建設企業は、建設ＪＶによる共同施工方式とし、次に掲げる要件を全て満

たすこととする。  

（ａ）構成員数  

２者又は３者とする。  

（ｂ）出資比率  

代表者となる構成員の出資比率は、５０％を超えるものとし、他の構成

員の出資比率は、２者の場合は３０％以上、３者の場合は２０％以上とす

る。  

ｂ   建設ＪＶの代表者に関する要件  

（ａ）四国内に本店、支店又は営業所等を有する者で、建設業法（昭和２４年

法律第１００号）第３条第２項別表第１に規定する「建築工事業」におい

て、同条第１項第２号に規定する特定建設業の許可を受けていること。  

（ｂ）建設業法第２７条の２３に定める経営事項審査（建築一式）を受けてお

り、総合評定値が１，５００点以上であること（有効期間内のものに限

る。）。  

（ｃ）平成２４年４月以降に元請として公共建築物（建築一式工事で主たる構

造が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で延べ床面積２，０００㎡以上のもの）
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の施工実績を有すること（共同企業体の構成員であった場合は、出資比率が２０％

以上のものに限る。）。  

（ｄ）配置予定技術者として、営業所専任技術者以外に建築工事業の監理技術

者資格者証及び監理技術者講習修了証（監理技術者資格者証の裏面に講習

修了履歴が貼付されている者は不要）を有する監理技術者を専任（工事現

場に常駐して専らその職務に従事する。）で配置できること。なお本建設

企業の監理技術者は、各構成企業の配置技術者を統括する監理技術者とし

て、原則として本工事開始日から完成検査終了日まで変更は認めないもの

とする。  

ｃ   建設ＪＶの代表者以外の構成員に関する要件  

（ａ）建設業法第２７条の２３に定める経営事項審査（建築一式）を受けてい

ること（有効期間内のものに限る。）。  

（ｂ）新居浜市建設業者格付事務取扱要項第３条第１項に基づく「建築工事」

の等級（令和元・２年度）が「Ａ」で、建設業法第３条第２項別表第１に

規定する「建築工事業」において、同条第１項第２号に規定する特定建設

業の許可を受けていること。  

（ｃ）平成２４年４月以降に元請として公共建築物（建築一式工事で主たる構

造が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造で延べ床面積１，０００㎡以上のもの）

の施工実績を有すること（共同企業体の構成員であった場合は、出資比率が２０％

以上のものに限る。）。  

（ｄ）配置予定技術者として、営業所専任技術者以外に一級建築施工管理技士

又はこれと同等以上の国家資格を有する主任技術者を専任（工事現場に常

駐して専らその職務に従事する。）で配置できること。  

（３）調理設備企業の個別資格要件  

ア   平成２４年４月以降に、１日当たりの調理能力が、４，０００食以上の学校給

食センター又は大量調理施設の厨房機器の納入実績を有すること。  

イ   ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績を有すること。   

ウ   その他要件は上記（２）参加グループの資格要件アと同じとする。  
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４   申請書類等の提出  

（１）提出書類  

申請書類等一式  

（２）提出期間    

令和３年５月１２日（水）から同月１９日（水）までの執務時間中（閉庁日を除

く８時３０分から１７時１５分まで。以下同じ。）  

（３）提出先    

２の事業担当課  

（４）提出方法  

執務時間中に持参又は郵送（配達証明書付き書留郵便に限り、提出期限までに必

着のこと。）により提出すること。  

 

５  参加資格審査結果の通知  

令和３年５月２８日（金）までに事業担当課から書面により通知する。  

 

６   プロポーザル関係書類の配布方法  

市のホームページ（ https://www.city.niihama.lg.jp/）のトップページ上の「組

織でさがす」→「教育委員会事務局」→「学校教育課」画面を展開し、「新着情報」

上の関係資料をダウンロードすることができる。ただし、これにより難い場合は、次

により配布する。  

（１）配布期間  

公告日から令和３年５月１９日（水）までの執務時間中  

（２）配布場所   ２の事業担当課  

 

７   優先交渉権者の特定  

市が設置する（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業者選定委員会におい

て、提案関係書類、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を基に審査基準に基づ

き審査を行い、総合評価点の最も高かった者を優先交渉権者に特定する。  
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８   その他  

（１）優先交渉権者として特定後、市との協議を経て仮契約締結を行う。  

（２）仮契約は、市議会の議決をもって本契約とする。  

（３）提案書その他の関係書類の作成及び提出に要する経費、プレゼンテーションに要

する経費その他本プロポーザル参加に要する経費は、参加者の負担とする。また、

提案報酬は、支払わないものとする。  

（４）その他詳細については、（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業募集要

項による。  


